
平成２３年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（特定の者対象）現場演習及び実地研修について

○標記の研修においては、国の（「実地研修実施要綱」（実地研修実施要領含む））
（平成２３年１１月１１日障発１１１１第2号）において、指導看護師等は、定期的にたんの吸引等の研修実施時
ご利用者さんの安全に留意しながら、たんの吸引等の介護職員に対して、所定の評価基準を基に、介護職員等の
到達度を踏まえながら指導を行う。

指導看護師等
の役割

研修受講者
（介護職員
等）の役割

介護職員
※指導看護
　　師の助言

介護職員
※指導看護
　　師の助言

施設長・事業所長
の役割

①指導看護師等の派遣 ②研修環境の整備
③医師の指示
　　受け

④利用者、家
　族の同意書

⑤現場演習計
　　画書の作成

⑥基本研修
（現場演習）

評価
⑦実地研修計
　 画の作成

⑧実地研修 評価
⑨記録
⑩報告

(1)自施設・自法人に指
導看護師がいる場合

自施設・自法人内で研
修の計画を予定

(２）関係の他法人等の
機関で指導看護師が
準備できる場合

関係する法人等に指導
看護師等の派遣を依頼

（３）指導看護師が準備
できない場合

ＮＰＯ法人医療的ケアネット
①相　　談

②指導看護師等の派遣調
整

③指導看護師等の派遣

研
修
報
告
書
の
提
出
　

3/21
期
限

①認定事務の準備
②登録事務の準備
　関係書類の提出
（詳細は今後、ワム
　ネット京都府ペー
　ジでお知らせ）

利用者のケ
アプランに
沿った介護
計画の作成
（Ｈ24．２．９
付けワムネッ
ト京都府ペー
ジ：様式５の
①②　）

実施記録
を作成し、
指導看護
師及び施
設長の押
印、ヒアリ
ハット等報
告
（Ｈ24．２．
９付けワム
ネット京都
府ページ：
様式６の
①②、様
式８）

チェック表により研
修環境のチェック
（Ｈ24．２．９付けワ
ムネット京都府ペー
ジ：様式３）

施設長・事業所長の役割
指導看護師

　及び
介護職員

「特定の者」に特化
した評価票を用い
て指導看護師が問
題ないとするまで
行う
（Ｈ24．２．９付けワ
ムネット京都府ペー
ジ：様式７　）

区　　　　分

どこの指導看
護師に指導を
受けるのかを
記入。　４の目
標は介護職員
が記入する
（Ｈ24．２．９付
けワムネット京
都府ページ：
様式１　）

たんの吸引等
の研修を行うこ
とについて研修
の指示受け
（Ｈ24．２．20付
けワムネット京
都府ページ：参
照）

基
本
研
修
・
現
場
演
習
開
始

実
地
研
修
開
始

指導看護師
　及び

介護職員

・シミュレーターの
準備
・基本研修（演習
用）の評価票を用
いて評価を行う
（Ｈ24．２．９付け
ワムネット京都府
ページ：様式２　）

参考様式を
参照
（Ｈ24．２．９
付けワム
ネット京都府
ページ：様式
４　）

・（１）

・（２） 　・（３）

自施設に指導看

護師がいる場合

いる いない

法人等で準備できる 全く準備できない

＜指導看護師等＞


